
要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室 2,248円 2,392円 2,596円 2,769円 2,922円

多床室 2,486円 2,643円 2,847円 3,013円 3,173円

共通 75円

共通 69円

共通 57円

共通

共通

共通

共通

共通

共通

共通

個室

多床室

共通

共通

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

従来型個室 1,815円 2,276円 2,361円 2,511円 2,709円 2,878円 3,044円

多床室 1,922円 2,427円 2,602円 2,759円 2,960円 3,126円 3,298円

共通 75円

共通 69円

共通 57円

共通

共通

共通

共通

共通

共通

個室

多床室

共通

共通

３，共通項目
189円

94円

63円 入所時１回

809円

627円

753円

377円

377円 １日につき

166円

104円

126円

189円

941円 １ヶ月につき　寝たきり防止への取組と厚労省への情報提供

282円 １ヶ月につき

345円 １ヶ月につき　厚労省への情報提供

35円 １日につき　厚労省への情報提供

88円 １日につき

1,254円 １ヶ月につき

314円 １ヶ月につき

10円 １ヶ月につき　厚労省への情報提供

41円

32円 １ヶ月につき　厚労省への情報提供

認知症短期集中リハビリ実施加算（Ⅱ）

短期集中リハビリ加算（Ⅱ）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅰ）

若年性認知症利用者受入加算

教養娯楽費 165円

加
算
料
金

入
所
の
場
合

初期加算（Ⅰ）

安全対策体制加算

短期集中リハビリ加算（Ⅰ）

認知症短期集中リハビリ実施加算（Ⅰ）

リハビリテーションマネジメント計画書情報加算（Ⅱ）

科学的介護推進体制加算（Ⅰ）

科学的介護推進体制加算（Ⅱ）

自立支援促進加算

口腔衛生管理加算（Ⅰ）

口腔衛生管理加算（Ⅱ）

栄養マネジメント強化加算

経口移行加算

経口維持加算（Ⅰ）

経口維持加算（Ⅱ）

褥瘡マネジネント加算（Ⅰ）

褥瘡マネジネント加算（Ⅱ）

排せつ支援加算（Ⅰ）

おやつ 143円（消費税込）（ご入所者様の希望により提供）

嗜好飲料費（おやつ提供無しで飲料のみ） 33円（消費税込）（ご入所者様の希望により提供）

居住費
1,640円（1･2段階490円，3-①・3-②段階1310円）

500円（1段階0円，2・3-①・3-②段階370円）

日用品費 143円

食費 共通
2,000円（朝食500円，昼食750円，夕食750円）

(1段階300円，2段階600円，3-①段階1000円,3-②段階1300円）

特定処遇改善加算 総単位数×8/1,000(0.8%)の１割相当

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×75/1,000(7.5%)の１割相当

500円（1段階0円，2・3-①・3-②段階370円）

日用品費 143円

教養娯楽費 165円

特定処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×21/1,000(2.1%)の３割相当

１，入所の場合（1日につき）

基
本
料
金

施設サービス費(基本型）
※基本報酬

おやつ 143円（消費税込）（ご入所者様の希望により提供）

介護職員等ベースアップ等支援加算 総単位数×8/1,000(0.8%)の１割相当

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×75/1,000(7.5%)の１割相当

嗜好飲料費（おやつ提供無しで飲料のみ） 33円（消費税込）（ご入所者様の希望により提供）

居住費
1,640円（1･2段階490円，3-①・3-②段階1310円）

１ヶ月につき　厚労省への情報提供
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

１ヶ月につき　厚労省への情報提供
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

１ヶ月につき　褥創リスク対象者の褥創が発生していないこ
とと厚労省への情報提供

初期加算（Ⅱ）

別表３　 利用料金表３割負担(入所・短期入所）『施設基準：基本型（加算型含む）』
令和7年4月1日改定

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×39/1,000(3.9%)の３割相当

特定処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×21/1,000(2.1%)の３割相当

食費 2,000円（1段階300円，2段階390円，3-①段階650円,3-②段階1360円）

１日につき/入所後３０日まで
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

１回につき/入所後３ヶ月まで
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

１回につき/入所後３ヶ月まで
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

２，短期入所の場合（1日につき）

基
本
料
金

施設サービス費(基本型）
※基本報酬

夜勤職員配置加算

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

サービス提供体制強化加算（Ⅱ）

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 総単位数×39/1,000(3.9%)の３割相当



47円

63円

1,411円 １回

1,505円 １回

1,254円 対ご利用者及びご家族への指導及び情報提供時

1,568円 居宅へ退所した場合の情報提供時

784円 医療機関へ退所した場合の情報提供時

1,881円

1,254円

941円 １回

439円 １回　かかりつけ医への情報提供

220円 １回（Ⅰ）かつ厚労省への情報提供

753円 １回（Ⅰ）かつ厚労省への情報提供

314円

627円 入院後の再入所時１回

19円 １回/１日３回を限度

1,505円

1,624円

627円 ７日間限度　

1,135円 月６日限度　外泊初日と終了日は施設サービス費で算定

2,508円 月６日限度　外泊初日と終了日は施設サービス費で算定

160円 １日につき

226円 １日につき

502円 １日につき

2,853円 １日につき

5,957円 １回

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 314円 １ヶ月につき

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 32円 １ヶ月につき

協力医療機関連携加算 157円 １回

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅰ） 32円 １ヶ月につき

高齢者施設等感染対策向上加算（Ⅱ） 16円 １ヶ月につき

新興感染症等施設療養費 753円

認知症チームケア推進加算（Ⅰ） 471円

認知症チームケア推進加算（Ⅱ） 377円

退所時栄養情報連携加算 220円 １回

753円 １回につき/実施した場合のみ

377円 １日につき

577円

377円 １日

862円

282円 通常７日まで　やむをえない事情がある場合は１４日まで

1,624円 月３日限度　やむをえない事情により施設療養を行った場合

25円 １回/１日３回を限度

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） 314円 １ヶ月につき

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） 32円 １ヶ月につき

160円 １日につき

157円 １ヶ月につき１回

4,400円

実費

実費

実費

66円

実費

4,950円
6,600円

16,500円
1,650円

★金額は目安となります。

退所時情報提供加算（Ⅰ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）ロ

死後処置料

行事費

送迎加算（片道）

重度療養管理加算

総合医学管理加算

老人訪問看護指示加算

領収証明書等発行手数料（1通につき）（R7.4.1～） 消費税込：領収証明書等を発行した場合

医療法人社団洛和会 介護老人保健施設 洛和ヴィラアエル

健康管理料 インフルエンザ予防接種費用等

文書料①（R7.4.1～） 消費税込：一般の診断書を発行した場合
文書料②（R7.4.1～） 消費税込：死亡診断書、生命保険等の診断書を発行した場合

自
己
負
担

室料（従来型個室）

　④死亡日

消費税込：個室のご利用を希望される場合

理美容代 ※ご利用の場合専用業者と契約

　②死亡日３０日前から４日前

　③死亡日前々日、前日

短
期
入
所
の
場
合

個別リハビリテーション実施加算

若年性認知症利用者受入加算

1日につき　新興感染症のパンデミック発生時

１ヶ月につき
（Ⅰ）か（Ⅱ）のどちらかを算定

洗濯代 ※ご利用の場合専用業者と契約

電気器具持込費 消費税込：テレビや電気毛布など１器具につき左記を日額負担

１０日を限度　投薬、検査、注射、処置等の情報を、利用者
同意のもとかかりつけ医に文書提示

緊急短期入所受入加算

緊急時施設療養費

療養食加算

口腔連携強化加算

消費税込：死亡後に処置をした場合

認知症行動・心理症状緊急対応加算

月３日限度　やむをえない事情により施設療養を行った場合

外泊時の算定

外泊時の算定（在宅サービスを利用する場合）

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

ターミナルケア加算

　①死亡日４５日前から３１日前

加
算
料
金

入
所
の
場
合

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅰ）イ

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅱ）

かかりつけ医連携薬剤調整加算（Ⅲ）

再入所時栄養連携加算

療養食加算

所定疾患施設療養費（Ⅱ）

緊急時施設療養費

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ）

１ヶ月につき　入所時より改善があることと厚労省への情報提供

入所前後訪問指導加算（Ⅰ）

入所前後訪問指導加算（Ⅱ）

試行的退所時指導加算

退所時情報提供加算（Ⅱ）

入退所前連携加算（Ⅰ） 対居宅介護支援事業所との入所前後３０日前からの連携時

入退所前連携加算（Ⅱ） 対居宅介護支援事業所との連携時

加
算
料
金

入
所
の
場
合

排せつ支援加算（Ⅱ） １ヶ月につき　入所時より改善があることと厚労省への情報提供

排せつ支援加算（Ⅲ）

月１０日間限度（肺炎・尿路感染症・帯状疱疹・蜂窩織炎・慢性心不全の増悪）

１回（Ⅰ）、（Ⅱ）かつ６種以上の服薬に対し１種以上の減薬


